
公   告 

 次のとおり一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告する。 

  令和２年４月１日 

青森県知事  三 村 申 吾  

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）業 務 名 青森県立三沢航空科学館展示リニューアル施工等業務 

 （２）業務場所 三沢市大字三沢字北山地内ほか 

 （３）履行期限 令和３年３月１０日（水） 

 （４）業務内容 青森県立三沢航空科学館のリニューアルに関する展示物の撤去・移

設、製作、設置、映像編集等 

２ 業務内容、業務場所及び入札方法 

  入札説明書による 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項に規定する者に該当しない

ものであること。ただし、共同企業体の方法による場合は、各構成員が該当しな

いものであること。 

（２）平成２９年７月３日青森県告示第４９９号（物品等の競争入札参加資格）の一、

平成３０年２月１３日青森県告示第９５号（物品等の競争入札参加資格）の一、

平成３１年２月１２日青森県告示第６８号（物品等の競争入札参加資格）の一、

又は令和２年２月１０日青森県告示第８６号（物品等の競争入札参加資格）の一

の規定により、役務の契約のうち営業費目「展示企画、製作等」等のＡの等級に

格付けされた者であること。 

（３）過去５年間において、科学館、科学系博物館又は総合博物館の展示施工業務の

契約実績を有していること。ただし、共同企業体の方法による場合は、構成員の

いずれかが当該契約実績を有していること。なお、契約実績の対象設計面積は５

００㎡以上であること。 

（４）建設業法第２６条に規定する主任技術者、監理技術者並びに学芸員を配置でき



る者であること。ただし、主任技術者にあっては、２級相当以上の国家資格を有

する者に限る。 

なお、共同企業体の方法による場合は、構成員のいずれかが当該主任技術者、

監理技術者並びに学芸員を配置できること。 

（５）一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、知

事の指名停止の措置を受けていないこと。ただし、共同企業体の方法による場合

は、各構成員が当該措置を受けていないこと。 

（６）共同企業体の方法による場合は、その構成員の数は２又は３とし、各構成員の

出資比率については、「青森県建設工事共同企業体取扱要領」第６条（４）を準

用すること。また、各構成員が当該入札に係る他の共同企業体の構成員を兼ねて

いないこと。 

（７）共同企業体の方法による場合は、その代表者は、構成員の中で設計業務能力が

より大きい者であり、その出資比率が構成員の中で最大であること。 

４ 資格の審査 

入札に参加しようとする者は、あらかじめ、３に定める資格を有することについ

て、次に従い、一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）により、

審査を受けなければならない。 

（１）提出期限 令和２年４月１５日(水)必着（郵送又は持参。） 

（２）提出部数等 １部 

表に住所及び商号又は名称を記載し、切手８４円分を貼付した返信

用封筒（長形３号）を１通添付すること。 

（３）提出場所 青森市長島一丁目１番１号 

青森県企画政策部地域活力振興課 

（４）その他 

ア 申請書の内容については、別途意見を聴取することがある。 

イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。 

ウ ３に定める資格を認められなかった者（共同企業体の方法による場合は、代表

者）は、イの通知を受けた日の翌日から３日（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。）を除く。）以内に、書面をもって、その理由の説明を求めることがで



きる。 

エ  提出した申請書の差替えは、原則として認めない。 

５ 入札説明書の交付及び設計図書等の縦覧 

（１）入札説明書の交付 

ア 期 間 令和２年４月１日(水) から 

令和２年５月１日(金) まで 

（日曜日、土曜日及び休日を除く。）の午前９時から午後４時まで 

イ 交付の方法 

入札説明書の交付を希望する者は、アの期間内に青森県企画政策部地域活力振

興課ホームページからダウンロード又は直接６に申込むこと。 

（２）設計図書等の縦覧 

入札参加希望者は、アの期間内に設計図書等（ＣＤ－Ｒ）の貸与を受けること 

ができる。 

（３）その他 

設計図書等に対して質問がある場合は、令和２年４月１０日(金)までに、書面

により、提出すること。 

６ 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

青森市長島一丁目１番１号 

青森県企画政策部地域活力振興課生業・地域活性化グループ 

電 話 ０１７－７３４－９１４７ 

ＦＡＸ ０１７―７３４－８０２７ 

７ 現場説明 なし 

８ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時  令和２年５月７日（木）午後１時３０分 

（２）場所  青森市長島一丁目１番１号 

青森県庁南棟２階中会議室 

（３）その他 郵送又は電送による入札は認めない。 

９ 入札執行回数 

原則として２回を限度とする。 

 



１０ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除する。 

（２）契約保証金 青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１５９

条の規定による。 

１１ 契約の締結 

（１）落札決定の日から７日以内に契約を締結することとする。 

（２）落札の決定後、当該入札に付する業務に係る委託契約の締結までの間において、

当該落札者が３に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、知事の指名停

止の措置を受けている場合には、当該委託契約を締結しない。 

１２ 入札条件 

（１）青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号。）に定める入札者心得

書を遵守すること。 

（２）入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした業務費内訳書（設計図書に規定

する業務内容の数量及び金額を示したものをいう。）を提出すること。 

１３ 入札書記載金額等 

（１）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（２）入札書の余白に備考として、次のように記載すること。  

備 考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）である。 

１４ その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）入札の無効 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚

偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 



（３）交渉の有無 無 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）その他 詳細は入札説明書による。 


